
課題 対応（案） 

求人票関係 

➀ 
固定残業代への対応として、求人票に欄を設け、しっかりと
記載できるようにすべきではないか。 

 ハローワークの求人票の特記事項欄に「固定残業代には○時間分の残業手当を
含む。○時間を超えた場合は別途残業手当を払う」旨を記載するよう指導している。 
 今後、現行の取組を徹底する。 

➁ 
試用期間についても、きちんと記載できるような欄を設ける
べきではないか。 
 ※ 一般の求人票には、「試用期間」欄有り。 

 高卒及び大卒等の求人票について、求人票の改訂時期に向けた検討を行う。 
 ※ 検討の間は、求人票の補足事項欄に記載するよう指導する。 

その他 

➂ 
労働条件を確認しないまま雇用契約を締結することが多々
ある。どんな労働条件を確認しなければいけないかを求職
者にも指導すべきではないか。 

 ハローワークの求人票の備考欄や紹介状の余白に、「求人票は雇用契約書ではあ
りませんので、採用時には書面により労働条件明示を受けて下さい」等を記載し、効
果的な指導・啓発を行う。 

➃ 
労働条件通知書のモデル様式を紹介状に添えて、事業主
に対して書面での交付を促すべきではないか。 
 

 ハローワークでは、求人者に対し、労働契約締結の際に、労働条件を書面の交付
によって明示しなければならないことの周知、労働条件通知書の様式例の周知に努
めている。今後、現行の取組を徹底する。 
 紹介状に、労働条件の書面提示を注意喚起する記載を入れる等、効果的な指
導・啓発を行う。 

➄ 
求人票にも労働条件は労働条件通知書で確認することを
明記すべきではないか。 

 ハローワークの求人票の備考欄や紹介状の余白に、「求人票は雇用契約書ではあ
りませんので、採用時には書面により労働条件明示を受けて下さい」等を記載し、効
果的な指導・啓発を行う。 

労働条件の的確表示の徹底について 
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求人票（一般用） 

 

① ③，⑤ 
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求人票（高卒用・表面） 
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求人票（高卒用・裏面） 

 

 

① ②，③，⑤ 
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求人票（大卒用・表面） 
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求人票（大卒用・裏面） 

 

 

① ②，③，⑤ 
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求人者用紹介状 

 

④ 
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求職者用紹介状 

 

③，⑤ 
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職場情報の積極的な提供について 

 

 

 
 

（ア）募集・採用に関する状況 
    情報提供項目の例 ： 過去３年間の採用者数及び離職者数、平均勤続年数、 
     過去３年間の採用者数の男女別人数 等 
（イ）企業における雇用管理に関する状況 
    情報提供項目の例 ： 前年度の育児休業の取得状況、前年度の有給休暇の取得状況、 
                    前年度の所定外労働時間の実績、管理職の男女比 等 
（ウ）職業能力の開発・向上に関する状況 
    情報提供項目の例 ： 導入研修の有無、自己啓発補助制度の有無 等 
      

 

 

• 情報提供を行うに当たり、以下のように分けて整理。 
  当該求人への応募者及び応募の検討を行っている者からの求めがあった場合 ⇒義務 
  その他の場合  ⇒努力義務 

• 情報提供の内容については、上記（ア）～（ウ）のそれぞれについて、企業の一定の選択を認める。 
• ハローワーク、職業紹介事業者に対して求人申込を行う場合は、ハローワーク、職業紹介事業者に情報提供。 

情報提供の主体と対象 

情報提供の内容 

考えられる情報提供の仕方 

   主体 ： 新規学校卒業（予定）者の募集を行う事業主   
   対象 ： 当該求人への応募者 又は 応募の検討を行っている者 （氏名、連絡先等が示されている者） 
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ハローワークにおける求人不受理について 

 

 

 
(1) 労働基準関係法令に違反した場合 

 同一条項の違反について、繰り返し（例：過去１年間に２回以上）、是正指導を受けた場合 
 対象条項 （賃金、労働時間等関係） 
   ・ 強制労働の禁止 （労働基準法第５条）   ・ 労働条件の明示 （労働基準法第15条） 
   ・ 賃金関係（最低賃金、割増賃金等） （労働基準法第24条、第37条、最低賃金法第４条） 
   ・ 労働時間（労働基準法第32条、第40条）  ・ 休憩、休日、有給休暇 （労働基準法第34条、第35条、第39条） 
   ・ 年少者に係る労働基準 （労働基準法第56条、第60条～第63条）  

(2) 男女雇用機会均等法及び育児介護休業法に違反した場合 
 法律違反で公表に至った場合 
 対象条項 
  ・ 男女雇用機会均等法 （第30条の公表の対象規定） 
      性別を理由とする差別の禁止、妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクハラ等 
   ・ 育児介護休業法 （第56条の２の公表の対象規定） 
      育休申出に応じる義務、育休を理由とした不利益取扱いの禁止等  

     
  

 

趣旨 

考えられる対象となるケース 

考えられる不受理期間 

   新卒一括採用の慣行の中で、新卒時のトラブルは、職業生涯にわたるキャリア形成に大きく影響を及ぼすおそれがある。  
 したがって、公的機関であるハローワークが、就業を継続する上で問題を抱えることが懸念される労働関係法令違  
 反の事業所を新卒者に紹介することがないよう、当該事業所の求人を受理しないことができることとする。 

  
 不受理とできるのは、法違反が是正されるまでの期間に加え、一定期間（６ヶ月経過するまでの期間） 
   ※ 一定期間は、法違反を重ねないことを確認する期間 10



企業における若者の活躍促進に向けた取組への支援（認定制度） 

 
 若者の採用・育成に積極的に取り組み、実力を有しながらも、知名度等の点から若者の採用面に課題を抱える
中小企業の情報発信を支援することで、当該企業が求める人材の円滑な採用を支援し、マッチングの向上を図る。 

 

認定制度の趣旨 

現行の若者応援宣言企業 認定基準の例 

適用単位 事業所単位 法人単位 

若者向け求人の申し込み 必須（ハローワーク求人に限定→限定しない） 必須（ハローワーク求人に限定しない） 

社内教育・キャリアアップ制度 （制度の有無に関わらず）開示のみ 「事業内職業能力開発計画」を策定していること（参考） 

新規学卒者の採用・定着状況 
過去３年度分の新卒者の採用実績及び定着状況を 

公表していること 

左記に加え、新卒者の定着状況について一定の基準を 
満たしていること 

（例 ３年前就職者の離職率30％以下） 

新卒者以外の正規雇用労働者 
（35歳未満）の採用・定着状況 

過去３年度分の新卒者以外の正規雇用労働者（35歳 
未満）の採用実績及び定着状況を公表していること 

過去３年度分の新卒者以外の正規雇用労働者（35歳 
未満）の採用実績及び定着状況を公表していること 

有給休暇の取得実績 前年度の有給休暇取得実績を公表していること 左記に加え、一定の基準を満たしていること 
（例 年次有給休暇の年平均取得率が70％以上  又は 年平均取得日数が10日以上） 

育児休業の取得実績 前年度の育児休業取得実績を公表していること 左記に加え、一定の基準を満たしていること 
（例 男性取得者１人以上 又は 女性取得率７５％以上） 

所定外労働時間（月平均）の実績 前年度の所定外労働時間（月平均）を公表していること 
左記に加え、一定の基準を満たしていること 

（例 月平均所定外労働時間が20時間以下 又は  
週労働時間60時間以上の労働者の割合が５％以下） 

重大な労働関係法令違反 行っていないこと 行っていないこと 

事業主都合による解雇・退職勧奨 行っていないこと 行っていないこと 

新規学卒者の採用内定取消 行っていないこと 行っていないこと 

助成金の不支給措置 受けていないこと 受けていないこと 

風俗営業等・暴力団関係 風俗営業等関係事業所・暴力団関係事業主でないこと（追加） 風俗営業等関係事業所・暴力団関係事業主でないこと 

● 以下のような認定基準を置くことが考えられるがどうか。 
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資料出所：厚生労働省「平成25年度能力開発基本調査」(調査対象年度は平成24年度） 

○ 職業能力開発法第11条において、労働者の能力開発及び向上が段階的かつ体系的に行われるこ

とを目的とし、「事業内職業能力開発計画」の作成を事業主の努力義務とし、キャリア形成促進助成
金等により作成を推進している。 

14.3% 7.3% 77.6% 0.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年度調査 

すべての事業所において作成している 一部の事業所においては作成している いずれの事業所においても作成していない 不明 

事業内職業能力開発計画作成の推進 

事業内職業能力開発計画作成の有無 

（参考）職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）抄 
 
（計画的な職業能力開発の促進） 

第11条 事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発
及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、
第９条から第10条の４までに定める措置に関する計画を作成す
るように努めなければならない。 

２ 事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をそ
の雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずること
によりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力
の開発及び向上を促進するように努めるとともに、次条の規定
により選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによ
りその計画の円滑な実施に努めなければならない。 

事業内職業能力開発計画記載事項 
 
１ 事業内職業能力開発計画の基本方針 
  ・ 経営理念、経営方針に基づく人材育成（従業員のキャリ
ア形成支援）の基本的方針・目標等 

２ 従業員のキャリア形成に即した配置その他の雇用管理に
関する配慮 

   ・ 昇進昇格・人事考課等に関する事項 
３ 従業員のキャリア形成を促すために各職務に必要な職業
能力の明確化と明示 

 ・ 職務に必要な職業能力に関する事項 （職能要件等） 
４ 教育訓練計画、教育訓練体系図など 

※ キャリア形成促進助成金の支給に当たっては、事業内職業訓練計画の策定を要件化し、計画的な訓練の実施を促進している。 

参考 
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